
　返礼品の適合基準についてフローにしました。

　以下により、どの地場産品基準に該当するのか確認してください。

ふるさと飯田応援寄附　地場産品基準の確認フローチャート

品ではなく役務・

サービスの提供である

７号
（役務・サービス）

飯田市内で提供される宿泊・飲

食・体験に限ります

申請したい返礼品候補がある

飯田市内で生産された

一次産品で、近隣市町村

と混在しないもの

主な原材料が飯田市産の

原材料を使って製造した

商品である

飯田市内で製造・加工等

された商品で、市内工程

の付加価値が51％以上あ

るもの

飯田市内で生産された一

次産品で、近隣市町村の

ものと流通構造上混在が

避けられないもの

１号
（市内一次産品）

野菜・肉などの加工されていない

生産物

３号
製造等を行う者による証明が必要

※熟成肉、精米については要項５

ページを参照

２号
付加価値の半分を上回る市内生

産の原材料を使って製造された加

工品

申請不可
工程の中で、商品の付加価値の51％以上が飯田

市内である必要があります。

４号
流通構造上、近隣市町村との混在

が避けられない一次産品

いいえ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい


